
電 気 需 給 契 約 書（案） 

 

１ 件   名  令和８年度鹿児島霧島アートの森で使用する電力需給契約 

 

 

２ 契約期間   令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

 

３ 契約単価   別紙契約単価明細書のとおり 

 

 

４ 契約保証金  免除 

 

 

 上記の電気の需給について、公益財団法人 鹿児島県文化振興財団と○○○○○○

は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締

結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。 

 

 

 

  令和８年４月１日 

 

       （甲） 鹿児島県鹿児島市山下町５番３号 

           公益財団法人 鹿児島県文化振興財団 

            理事長     片野坂 真哉 

 

 

 

       （乙）  

            

 

 

 

 

 

 



（総則）  

第１条 公益財団法人 鹿児島県文化振興財団（以下「甲」という。）及び○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）は，日本国の法令を

遵守し，この契約（仕様書及び関係する約款を含む。以下同じ。）に従い履行しな

ければならない。 

２ 乙は，仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間

（以下「契約期間」という。）中，甲に供給するものとし，甲は，乙に対価を支払

うものとする。  

３ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

４ この契約に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする  

５ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。  

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある

場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとする。  

７ この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法（明治２９年法律第８

９号)及び商法（明治３２年法律第４８号）に定めるところによるものとする。  

８ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。  

９ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，鹿児島地方裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。  

 

（請求等及び協議の書面主義）  

第２条 この契約に定める請求，通知，報告，申出，承諾，解除（以下「請求等」と

いう。）は，書面により行わなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情がある場合には，甲及び乙は，

前項に規定する請求書を口頭で行うことができる。この場合において，甲及び乙は，

既に行った請求等を書面に記載し，これを相手方に交付するものとする。  

３ 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の

内容を書面に記録するものとする。  

 

（権利義務の譲渡等の禁止）  

第３条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継

承させてはならない。ただし，あらかじめ，相手方の承諾を得た場合又は中小企業

信用保検法（昭和２５年法律第２６４号）第３条の４第１項に規定する売掛金債権

担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りではない。  

 

（使用電力量の増減）  

第４条 甲の使用電力量は，都合により予想使用電力量を増減することがある。  

 

 



（契約電力の変更）  

第５条 各月の契約電力は，その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が５００ｋＷ以上となる場合等，

受注者の供給条件に特段の定めがある場合は，発注者，受注者協議の上，契約電力

を決定する。  

 

（使用電力量の計量）  

第６条 乙は，毎月末日の２４時に計量器に記録された値を読みとり，計量した使用

電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。）を甲に通知しなけ

ればならない。  

２ 電力量料金の算定は，前項の使用電力量により行うものとする。  

 

（契約単価の変更）  

第７条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし，契約単価を改定する必要が

生じたときは，甲乙協議の上，これを改定することができる。  

 

（支払）  

第８条 乙は，第６条第１項の計量の通知後，当該月に係る電気料金の支払いを請求

することができる。  

２ 前項に規定する電気料金は，別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によ

るものとする。（ただし１円未満の端数は切り捨てる。）  

３ 甲は，第１項の規定による請求があったときは，乙からの適法な請求書の受領後

３０日以内に電気料金を支払わなければならない。  

４ 甲の責めに帰すべき理由により，前項の規定による支払いが遅れた場合において

は，乙は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，年２．５パーセントの割合で計算

した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。  

 

（甲の解除権）  

第９条 甲は，乙が次のいずれかに該当するときは，契約を解除することができる。  

（１）天災その他不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと認めら

れるとき。  

（２）前号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を

達することができないと認められるとき。  

（３）第１１条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。  

（４）乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者）が鹿児島県

の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和５２年鹿児島県告示第

１６６号）第２条第１項各号のいずれかに該当したとき。  

 



２ 前項の規定により契約が解除された場合においては，乙は，九州地区の旧一般電

気事業者が定めた最終保障約款による料金単価により算出した未検収分の基本料

金及び電力量料金の額から，契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用

量料金の額を減じた額に消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する

期間内に支払わなければならない。  

３ 甲は，前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があると

きは，その損害の賠償を乙に請求することができる。  

第 10 条 甲は，契約期間の間，前条第１項の規定によるほか必要があるときは，契

約を解除することができる。  

２ 甲は，前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは，

その損害を賠償しなければならない。  

 

（乙の解除権）  

第１１条 乙は，甲が契約に違反し，合理的な期間内に違反を解消しないときは，契

約を解除することができる。  

２ 乙は，前項の規定により契約を解除した場合において，損害があるときは，その

損害を甲に請求することができる。  

 

（解除の効果）  

第１２条 契約が解除された場合には，第１条第２項に規定する甲及び乙の義務は消

滅する。  

２ 甲は，契約が解除された場合において，甲が既に電力の供給を受けている場合は，

当該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。  

３ 前項の電気料金は，甲乙協議して定める。  

 

（鹿児島県会計規則等の遵守）  

第１３条 乙は，この契約書に定めるもののほか，鹿児島県会計規則その他関係法令

の定めるところに従わなければならない。  

 

（規定以外の事項）  

第１４条 この契約に定めのない事項については，乙の作成した電気需給約款により，

当該約款に定めのない事項については，乙の定める電力売買約款（九州エリア用）

による。  

２ 前項に定めのない事項については，必要に応じて甲乙協議して定める。 

 


